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青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
そ

の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
要
綱

第
一

青
少
年
の
募
集
等
に
関
す
る
情
報
の
的
確
な
表
示
に
関
す
る
事
項
等

一

青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
す
る
広
告
、
文
書
の
掲
出
若

し
く
は
頒
布
又
は
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
方
法
（
二
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
青
少
年
の
募
集
に
関
す
る
情
報
又
は
同
条
第
三
項
に
定
め
る
情
報
（
二
に
お
い
て
「
青
少
年
の
募
集
等
に
関
す
る

情
報
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
令
第
四
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
青
少
年
の
雇
用

機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が

適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
第
二
の
一

ハ

か
ら

ま
で
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
可
能
な
限
り
当

（一）

（ロ）

（ニ）

該
情
報
に
含
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、
広
告
等
に
よ
り
青
少
年
の
募
集
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
青
少
年
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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１

関
係
会
社
を
有
す
る
者
が
青
少
年
の
募
集
を
行
う
場
合
、
青
少
年
を
雇
用
す
る
予
定
の
者
を
明
確
に
し
、
当
該
関
係

会
社
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

２

青
少
年
の
募
集
と
、
請
負
契
約
に
よ
る
受
注
者
の
募
集
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

３

賃
金
等
（
賃
金
形
態
、
基
本
給
、
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
、
通
勤
手
当
、
昇
給
、
固
定
残
業
代
等
に
関
す
る
事

項
を
い
う
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
実
際
の
賃
金
等
よ
り
も
高
額
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
示
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

４

職
種
又
は
業
種
に
つ
い
て
、
実
際
の
業
務
の
内
容
と
著
し
く
乖
離
す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三

青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、
職
業
安
定
法
第
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
青
少
年
の
募
集
に

関
す
る
情
報
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
等
適
切
に
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

青
少
年
の
募
集
を
終
了
し
た
場
合
又
は
青
少
年
の
募
集
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
当
該
募
集
に
関
す
る
情
報

の
提
供
を
速
や
か
に
終
了
し
、
又
は
当
該
募
集
に
関
す
る
情
報
を
速
や
か
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
の
提
供
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を
依
頼
し
た
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
対
し
て
当
該
情
報
の
提
供
を
終
了
す
る
よ
う
依
頼
し
、
又
は
当
該
情
報
の
内

容
を
変
更
す
る
よ
う
依
頼
す
る
こ
と
。

２

青
少
年
の
募
集
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
情
報
の
時
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

３

募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
か
ら
、
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
四
項
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、

労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
そ
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
第
二
に
お
い
て
「
職
業
紹
介
事

業
者
等
指
針
」
と
い
う
。
）
第
八
の
二
の

に
よ
り
、
当
該
青
少
年
の
募
集
に
関
す
る
情
報
の
訂
正
又
は
変
更
を
依
頼

（一）

さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
対
応
す
る
こ
と
。

四

ミ
ス
マ
ッ
チ
防
止
の
観
点
か
ら
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
及
び
求
人
者
は
、
青
少
年
の
募
集
又
は
求

人
の
申
込
み
に
当
た
り
、
企
業
の
求
め
る
人
材
像
、
採
用
選
考
に
当
た
っ
て
重
視
す
る
点
、
職
場
で
求
め
ら
れ
る
能
力
・

資
質
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
青
少
年
又
は
公
共
職
業
安
定
所
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業

者
若
し
く
は
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
対
し
明
示
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
よ
る
就
職
支
援
サ
イ
ト
の
運
営
に
関
す
る
留
意
事
項
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事
業
主
が
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
の
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
活
用
し
て
青
少
年
の
募
集
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
募
集
情

報
等
提
供
事
業
者
は
、
当
該
募
集
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

一

職
業
紹
介
事
業
者
等
指
針
第
四
を
踏
ま
え
、
情
報
の
的
確
な
表
示
を
行
う
こ
と
。

二

労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
青
少
年
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
他
の
募
集
情
報

等
提
供
事
業
者
、
特
定
地
方
公
共
団
体
又
は
労
働
者
供
給
事
業
者
か
ら
申
出
を
受
け
た
当
該
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
の

募
集
情
報
等
提
供
事
業
に
関
す
る
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
、
相
談
窓
口
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
必

要
な
場
合
に
は
職
業
安
定
機
関
と
連
携
を
行
う
こ
と
。

三

職
業
安
定
法
第
四
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
は
、
同
法
第
五
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、

及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
指
針
第
五
を
踏
ま
え
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
青
少
年
の
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ

と
。

四

虚
偽
の
広
告
を
な
し
、
又
は
虚
偽
の
条
件
を
提
示
し
て
募
集
情
報
等
提
供
を
行
っ
た
場
合
は
、
職
業
安
定
法
第
六
十
五

条
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
罰
則
の
対
象
と
な
る
こ
と
。
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第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

適
用
期
日

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。
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